
平
成
十
九
年
七
月
三
日
提
出

質
問
第
四
七
五
号

公
安
調
査
庁
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

河

村

た

か

し

475



公
安
調
査
庁
に
関
す
る
質
問
主
意
書

公
安
調
査
庁
の
活
動
に
関
連
し
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

過
去
の
漏
洩
事
例
に
つ
い
て

�

「
週
刊
朝
日
」
（
二
〇
〇
五
年
二
月
十
八
日
号
、
一
三
五
頁
）
に
は
、
「
恐
る
べ
き
こ
と
に
、
（
沈
没
し
た
船
か
ら
回

収
さ
れ
た
）
携
帯
電
話
の
通
話
先
に
、
あ
る
公
安
調
査
官
の
電
話
番
号
が
含
ま
れ
て
い
た
件
は
、
今
や
完
全
に
封
印
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
」
「
公
調
は
、
密
か
に
Ａ
に
対
す
る
身
辺
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ま
ず
調
査
活
動
費
三
百
数
十

万
の
流
用
が
発
覚
し
た
」
「
北
朝
鮮
に
対
す
る
情
報
漏
洩
の
見
返
り
と
し
て
、
（
北
朝
鮮
関
連
団
体
か
ら
）
月
約
十
万

円
、
合
計
数
百
万
円
の
金
を
受
け
取
っ
て
い
た
」
「
携
帯
通
話
記
録
か
ら
Ａ
が
浮
上
し
た
当
時
、
警
視
庁
は
同
人
の
所
属

し
た
関
東
公
安
調
査
局
を
捜
索
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
見
せ
た
が
、
公
調
は
法
務
省
の
外
局
で
ト
ッ
プ
は
す
べ
て
検
事
。

も
と
も
と
協
力
者
（
ス
パ
イ
）
工
作
に
か
か
わ
る
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
上
に
、
警
視
庁
と
法
務
・
検
察
の
間
で
微

妙
な
綱
引
き
が
行
わ
れ
て
、
結
局
、
丸
ご
と
闇
に
葬
り
去
ら
れ
た
」
「
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
公
安
調
査
庁
内
で
も
ご

く
一
部
の
幹
部
し
か
知
ら
な
い
こ
と
で
す
。
内
容
は
ほ
ぼ
そ
の
通
り
。
庁
内
の
幹
部
の
一
部
で
は
大
騒
ぎ
に
な
っ
て
い
ま

す
。
彼
は
朝
鮮
語
が
話
せ
る
こ
と
で
、
北
朝
鮮
な
ど
の
担
当
を
し
て
い
た
人
で
、
一
部
か
ら
は
エ
ー
ス
と
し
て
も
て
は
や

一



さ
れ
て
い
ま
し
た
。
出
世
欲
が
強
く
、
よ
く
幹
部
を
接
待
し
て
い
ま
し
た
よ
」
等
々
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

私
が
資
料
で
の
回
答
を
求
め
た
事
項
に
関
し
、
平
成
十
九
年
一
月
十
八
日
付
の
回
答
書
六
頁
「
�
に
つ
い
て
」
で
は
、

公
安
調
査
庁
は
、
「
事
実
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
」
と
答
え
て
い
る
が
、
「
考
え
て
い
る
」
と
の
表
現
は
ど
う

い
う
趣
旨
か
。
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
事
実
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
調
査
の
範
囲
で
は
事
実
を
確
認
で
き
な
か
っ

た
」
と
い
う
程
度
の
意
味
か
。
そ
れ
と
も
「
絶
対
に
か
か
る
事
実
は
な
い
」
と
い
う
意
味
か
。

�

同
回
答
書
六
頁
「
�
に
つ
い
て
」
中
�
か
ら
�
以
外
に
つ
い
て
は
、
前
記
記
事
の
内
容
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
よ
い

か
。

�

同
回
答
書
六
頁
「
�
に
つ
い
て
」
で
「
当
庁
に
お
い
て
内
部
調
査
を
行
っ
た
結
果
」
と
あ
る
が
、
内
部
調
査
を
行
っ
た

の
は
い
つ
か
。
記
事
が
発
表
さ
れ
る
前
か
後
か
。

�

内
部
調
査
を
行
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

�

い
ず
れ
に
せ
よ
、
先
の
事
案
に
お
け
る
指
摘
が
も
し
真
実
で
な
け
れ
ば
、
名
指
し
さ
れ
た
職
員
に
対
す
る
名
誉
毀
損
が

成
立
す
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
が
、
同
職
員
が
し
か
る
べ
き
法
的
手
段
を
と
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

法
的
手
段
を
と
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

二



二

秘
密
保
全
、
守
秘
義
務
違
反
に
つ
い
て

�

平
成
十
九
年
一
月
十
八
日
付
の
前
記
回
答
書
（
七
頁
「
�
�
に
つ
い
て
」
）
で
、
公
安
調
査
庁
は
、
「
当
庁
で
は
、
各

種
内
規
に
お
い
て
秘
密
情
報
の
取
扱
い
規
則
を
定
め
、
こ
れ
を
厳
正
に
適
用
す
る
と
と
も
に
、
情
報
保
全
に
関
す
る
研
修

を
実
施
す
る
な
ど
、
防
諜
対
策
の
徹
底
に
努
め
て
い
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。
か
か
る
研
修
は
長
官
以
下
の
幹
部
職
員
に

対
し
て
も
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。

�

長
官
も
「
各
種
内
規
」
に
拘
束
さ
れ
る
の
か
。
退
職
後
に
も
そ
の
効
力
は
及
ぶ
の
か
。

�

公
安
調
査
庁
で
は
、
退
職
後
に
秘
密
を
漏
洩
し
て
も
構
わ
な
い
の
か
。

�

公
安
調
査
庁
で
は
、
そ
の
退
職
者
が
講
演
、
書
籍
、
そ
の
他
の
手
段
を
問
わ
ず
、
何
ら
か
の
秘
密
を
外
部
に
公
表
し
た

事
例
を
把
握
し
て
い
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
で
は
、
退
職
者
が
秘
密
を
漏
洩
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
法
的
措
置
を
と
っ
て
い
る
の
か
。

�

公
安
調
査
庁
で
は
、
国
家
公
務
員
法
上
の
秘
密
漏
洩
の
罪
を
察
知
し
た
場
合
で
も
、
し
か
る
べ
き
告
発
を
行
わ
な
い
場

合
が
あ
る
の
か
。

�

前
記
回
答
書
で
、
公
安
調
査
庁
は
、
「
当
庁
の
元
職
員
が
守
秘
義
務
違
反
で
刑
事
訴
追
さ
れ
た
事
例
は
な
い
」
と
し
て

三



い
る
が
、
こ
れ
は
元
職
員
が
公
安
調
査
庁
の
秘
密
を
漏
洩
し
た
事
例
は
一
切
な
い
と
い
う
意
味
か
。

�

平
成
十
二
年
八
月
八
日
受
領
答
弁
第
四
号
「
衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
我
が
国
官
庁
の
秘
密
保
全
体
制
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書
」
に
お
い
て
政
府
は
、
当
該
元
公
安
調
査
庁
職
員
が
そ
の
書
籍
（
『
Ｃ
Ｉ
Ａ
ス
パ
イ
研
修－

あ
る

公
安
調
査
官
の
体
験
記
』
）
中
で
内
容
を
掲
載
し
た
外
務
省
資
料
に
つ
い
て
、
「
御
指
摘
の
資
料
に
は
、
い
ず
れ
も
、
国

家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
条
に
い
う
秘
密
に
該
当
す
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て

い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
仮
に
御
指
摘
の
資
料
が
御
指
摘
の
人
物
に
渡
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は

不
明
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

元
公
安
調
査
官
で
あ
っ
て
も
、
他
官
庁
の
秘
密
に
関
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
公
安
調
査
庁
と
し
て
は
関
知
し
な
い
の

か
。

�

公
安
調
査
庁
は
、
当
該
元
公
安
調
査
官
に
対
し
て
事
情
聴
取
を
行
う
な
ど
、
「
御
指
摘
の
資
料
が
御
指
摘
の
人
物
に

渡
っ
た
経
緯
」
等
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
る
か
。

��

と
こ
ろ
で
、
�
で
述
べ
た
書
籍
に
は
、
公
安
調
査
庁
の
秘
密
は
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
。

��

「W
eb

Site
Posts

Secret
C
IA

B
riefing

Papers

」
と
題
す
る
二
〇
〇
〇
年
七
月
二
十
三
日
付
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト

四



紙
記
事
が
同
書
に
言
及
す
る
な
ど
し
て
、
米
国
の
国
益
に
関
わ
る
秘
密
漏
洩
の
問
題
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
な
ど
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
る
か
。

��

同
記
事
中
、
当
時
の
公
安
調
査
庁
総
務
部
長
が
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
の
取
材
に
回
答
し
、
「
日
本
政
府
は
九
八
年
十

二
月
に
退
職
し
た
公
安
調
査
庁
職
員
が
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
資
料
の
流
出
元
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
」
旨
述
べ
て
い
る
が
、
か
か

る
回
答
事
実
、
回
答
内
容
に
間
違
い
は
な
い
か
。

��

公
安
調
査
庁
職
員
に
よ
る
国
家
公
務
員
法
上
の
守
秘
義
務
違
反
が
疑
わ
れ
、
ま
た
は
秘
密
漏
洩
の
事
実
が
発
覚
し
た
場

合
、
公
安
調
査
庁
は
独
自
に
事
実
関
係
の
調
査
を
行
う
こ
と
が
あ
る
の
か
。

��

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
基
づ
く
調
査
活
動
か
。

��

そ
れ
は
国
家
公
務
員
法
違
反
の
告
発
と
い
う
犯
罪
捜
査
を
前
提
に
し
た
調
査
活
動
か
。

��

元
職
員
に
よ
る
国
家
公
務
員
法
上
の
守
秘
義
務
違
反
等
の
疑
い
で
、
捜
査
機
関
に
実
態
解
明
の
協
力
を
仰
い
だ
事
実
が

存
在
す
る
か
。

三

緒
方
重
威
元
長
官
に
よ
る
守
秘
義
務
違
反
の
可
能
性
に
つ
い
て

�

長
官
職
は
公
安
調
査
庁
の
す
べ
て
の
秘
密
を
把
握
し
得
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

五



�

一
般
的
に
元
長
官
が
、
退
職
後
、
公
安
調
査
庁
を
訪
問
し
た
り
、
現
職
の
職
員
と
の
交
遊
等
を
継
続
し
た
り
す
る
こ
と

は
あ
る
の
か
。
あ
る
と
し
た
ら
、
ど
の
程
度
の
頻
度
で
あ
る
の
か
。

�

元
長
官
が
、
退
職
後
、
公
安
調
査
庁
の
秘
密
に
触
れ
る
機
会
は
存
在
す
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。

�

緒
方
元
長
官
か
ら
、
現
職
時
代
あ
る
い
は
退
職
後
、
公
安
調
査
庁
に
つ
い
て
知
り
得
た
秘
密
が
朝
鮮
総
連
に
漏
洩
さ
れ

た
蓋
然
性
は
否
定
で
き
な
い
。
か
か
る
蓋
然
性
に
つ
い
て
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
は
本
件
に
関
し
て
、
国
家
公
務
員
法
上
の
守
秘
義
務
違
反
等
の
疑
い
で
、
緒
方
元
長
官
を
捜
査
機
関
に
告

発
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

告
発
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
な
ぜ
か
。

�

公
安
調
査
庁
は
、
同
庁
の
業
務
に
関
わ
る
守
秘
義
務
違
反
が
疑
わ
れ
る
ケ
ー
ス
で
も
、
こ
れ
を
放
置
す
る
場
合
が
あ
る

も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

緒
方
元
長
官
に
対
し
て
、
過
去
、
秘
密
漏
洩
を
唆
し
た
者
が
存
在
す
る
か
否
か
。
所
要
の
調
査
は
行
っ
て
い
る
か
。

四

防
諜
対
策
に
つ
い
て

六



�

英
国
の
対
外
情
報
機
関
で
あ
る
Ｓ
Ｉ
Ｓ
（
Ｍ
Ｉ
�
）
な
ど
に
お
い
て
す
ら
、
そ
の
組
織
中
枢
に
旧
ソ
連
の
ス
パ
イ
が
浸

透
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
一
般
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
公
安
調
査
庁
は
過
去
、
そ
の
組
織
中
枢
を
外
国
の
情
報
機
関
等

に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
が
現
在
、
外
国
情
報
機
関
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ
て
い
る
蓋
然
性
は
存
在
す
る
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
よ
う

な
蓋
然
性
は
皆
無
な
の
か
。
皆
無
だ
と
し
た
ら
そ
う
断
定
で
き
る
根
拠
は
何
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
、
他
国
の
情
報
機
関
の
工
作
対
象
と
な
り
、
こ
れ
に
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁

は
検
討
し
て
い
る
か
。

�

検
討
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
な
ぜ
か
。

五

朝
鮮
総
連
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て

�

朝
鮮
総
連
は
、
破
壊
活
動
防
止
法
上
の
調
査
対
象
団
体
か
。

�

朝
鮮
総
連
は
、
団
体
規
制
法
上
の
調
査
対
象
団
体
か
。

�

朝
鮮
総
連
あ
る
い
は
そ
の
前
身
組
織
が
、
過
去
、
破
壊
活
動
防
止
法
上
の
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
行
っ
た
事
実
は
あ

る
か
。

七



�

あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
件
か
。
そ
の
事
件
以
降
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
、
何
度
、
い
つ
、
暴
力
主
義

的
破
壊
活
動
が
行
わ
れ
た
か
。

�

朝
鮮
総
連
が
将
来
、
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
行
う
危
険
性
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
現
在
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て

い
る
か
。
将
来
、
朝
鮮
総
連
が
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
行
う
お
そ
れ
が
あ
る
か
、
否
か
。

�

朝
鮮
総
連
あ
る
い
は
そ
の
構
成
員
が
過
去
、
拉
致
事
件
に
関
与
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把

握
し
て
い
る
か
。

�

朝
鮮
総
連
に
よ
る
「
対
日
働
き
掛
け
」
な
い
し
「
対
日
有
害
活
動
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
指
す
の
か
。

�

朝
鮮
総
連
の
学
習
組
と
は
何
か
。
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

�

朝
鮮
総
連
は
そ
の
重
要
な
決
定
の
す
べ
て
に
つ
き
、
北
朝
鮮
本
国
の
指
示
・
了
解
を
得
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い

か
。

��

朝
鮮
総
連
本
部
不
動
産
の
売
却
に
つ
い
て
も
、
北
朝
鮮
本
国
の
指
示
・
了
解
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
朝
鮮
総
連
本
部
不
動
産
の
売
却
取
引
に
関
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
北
朝
鮮
本
国
の
指
示
・
了
解
を

得
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。

八



��

二
〇
〇
五
年
五
月
二
十
四
日
付
の
共
同
通
信
記
事
は
、
朝
鮮
総
連
の
五
〇
周
年
記
念
大
会
に
あ
た
っ
て
、
「
小
泉
純
一

郎
首
相
が
昨
年
の
全
体
大
会
に
続
い
て
、
自
民
党
総
裁
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
る
予
定
」
な
ど
と
報
じ
て
い
る
。

首
相
で
あ
れ
、
自
民
党
そ
の
他
の
公
党
で
あ
れ
、
破
壊
的
団
体
（
公
安
調
査
庁
の
調
査
対
象
団
体
）
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄

せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。

六

緒
方
元
長
官
の
行
為
の
性
格
に
つ
い
て

�

緒
方
元
長
官
が
、
朝
鮮
総
連
と
い
う
調
査
対
象
団
体
と
接
触
し
、
な
い
し
は
経
済
上
の
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
公

安
調
査
庁
は
今
回
、
事
前
に
承
知
、
あ
る
い
は
承
諾
し
て
い
た
か
。

�

も
し
承
諾
し
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
正
当
性
如
何
。
公
安
調
査
庁
は
元
長
官
に
調
査
の
協
力
を
依
頼
し
た
の
か
。
そ

れ
と
も
、
元
長
官
の
独
自
判
断
に
よ
る
、
あ
く
ま
で
も
私
的
な
活
動
か
。

�

公
安
調
査
庁
と
し
て
は
、
元
長
官
で
あ
っ
て
も
、
現
職
の
職
員
の
行
為
で
な
け
れ
ば
、
何
ら
責
任
を
負
わ
な
い
と
い
う

立
場
か
。
元
職
員
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、
公
安
調
査
庁
が
責
任
を
負
う
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な

ケ
ー
ス
か
。

七

緒
方
元
長
官
に
対
す
る
公
安
調
査
庁
の
調
査
姿
勢
等
に
つ
い
て

九



�

二
〇
〇
七
年
六
月
十
二
日
付
中
日
新
聞
夕
刊
記
事
に
よ
る
と
、
公
安
調
査
庁
調
査
第
二
部
は
「
朝
鮮
総
連
に
対
す
る
調

査
活
動
の
過
程
で
事
実
を
知
っ
た
。
Ｏ
Ｂ
と
は
い
え
私
人
の
行
為
な
の
で
コ
メ
ン
ト
す
る
立
場
に
な
い
」
と
同
紙
の
取
材

に
回
答
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
取
材
回
答
に
間
違
い
は
な
い
か
。

�

か
か
る
回
答
内
容
は
現
在
も
公
安
調
査
庁
の
組
織
的
見
解
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

調
査
対
象
団
体
が
行
う
私
人
と
の
取
引
は
、
破
壊
活
動
防
止
法
・
団
体
規
制
法
上
の
調
査
の
対
象
と
な
る
の
か
、
な
ら

な
い
の
か
。

�

公
安
調
査
庁
は
、
そ
の
調
査
対
象
団
体
が
、
調
査
対
象
団
体
に
所
属
し
な
い
私
人
と
行
う
経
済
行
為
等
に
対
し
て
は
、

そ
の
調
査
を
放
棄
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
か
。

八

緒
方
元
長
官
の
意
図
、
認
識
に
つ
い
て

�

「
公
安
調
査
庁
調
査
第
二
部
」
名
で
『
北
朝
鮮
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
改
訂
版
）
平
成
四
年
三
月
』
な
る
資
料
が
あ
る
と
聞

く
が
、
こ
れ
は
公
安
調
査
庁
の
内
部
資
料
か
。

�

右
資
料
の
外
部
流
出
は
守
秘
義
務
違
反
に
当
た
る
か
、
否
か
。

�

同
資
料
九
八
、
九
九
頁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
図
は
朝
鮮
総
連
が
北
朝
鮮
本
国
の
統
一
戦
線
部
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
関
の

一
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「
指
導
」
を
受
け
な
が
ら
、
「
対
日
働
き
掛
け
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
図
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
解
釈

で
間
違
い
は
な
い
か
。

�

資
料
が
公
安
調
査
庁
内
部
資
料
で
あ
る
と
否
と
に
拘
わ
ら
ず
、
一
般
的
に
、
朝
鮮
総
連
は
北
朝
鮮
の
指
導
下
に
あ
る
対

日
工
作
機
関
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
か
。

�

「
北
朝
鮮
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
そ
の
他
、
同
種
の
製
本
資
料
、
そ
の
他
の
調
査
資
料
・
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
緒
方
元
長

官
も
、
公
安
調
査
庁
在
職
中
、
目
を
通
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
、
公
安
調
査
庁
在
職
中
、
北
朝
鮮
な
い
し
朝
鮮
総
連
に
関
わ
る
同
庁
の
文
書
報
告
、
口
頭
報
告
を
受
け

る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
、
公
安
調
査
庁
在
職
中
、
北
朝
鮮
な
い
し
朝
鮮
総
連
に
関
わ
る
外
国
情
報
機
関
の
情
報
提
供
内
容
を
知

り
得
る
立
場
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
、
朝
鮮
総
連
が
破
壊
的
団
体
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
は
ず
だ
し
、
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
か
る
解
釈
に
間
違
い
は
な
い
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
、
朝
鮮
総
連
が
北
朝
鮮
の
対
日
工
作
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
は
ず
だ
し
、
認
識
し
て
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い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
か
る
解
釈
に
間
違
い
は
な
い
か
。

��

緒
方
元
長
官
は
、
朝
鮮
総
連
が
破
壊
的
団
体
で
あ
り
、
あ
る
い
は
対
日
工
作
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
認
識
し
て

い
る
は
ず
だ
し
、
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
朝
鮮
総
連
に
接
触
し
た
の
か
。
公
安
調
査
庁
は

ど
の
よ
う
に
そ
の
経
緯
を
把
握
し
て
い
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
は
六
月
十
三
日
の
記
者
会
見
で
、
「
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
は
実
質
的
に
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
、
在
日
朝
鮮

人
の
権
利
保
護
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
在
日
朝
鮮
人
は
拉
致
、
ミ
サ
イ
ル
問
題
な
ど
で
数
が
減
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
多
く
が
暮
ら
し
て
い
る
。
『
大
使
館
』
は
現
実
問
題
と
し
て
必
要
だ
。
」
「
『
大
使
館
を
追
い
出
し
て
し
ま
え
』
で
は

彼
ら
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
（
朝
鮮
総
連
は
）
最
後
の
最
後
、
困
っ
た
揚
げ
句
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
思
う
。

取
り
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
見
方
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
絶
対
に
な
い
」
（
六
月
十
三
日
付
共
同
通
信
記

事
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

朝
鮮
総
連
中
央
本
部
が
、
事
実
上
、
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
公
安
調
査
庁
も
同
見
解
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
破
壊
的
団
体
と
取
引
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
公
安
調
査
庁
自
体
に
責
任
が
あ
る
と
自
覚
し
て
い
る

か
。
そ
れ
と
も
、
あ
く
ま
で
元
長
官
個
人
の
責
任
と
い
う
の
が
、
公
安
調
査
庁
の
認
識
か
。
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九

公
安
調
査
庁
の
対
外
活
動
等
に
つ
い
て

�

公
安
調
査
庁
は
外
国
の
治
安
情
報
機
関
と
、
日
本
国
内
に
お
い
て
情
報
交
換
等
を
行
っ
て
い
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
は
外
国
の
治
安
情
報
機
関
と
、
外
国
に
お
い
て
情
報
交
換
等
を
行
っ
て
い
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
長
官
は
外
国
の
治
安
情
報
機
関
に
対
し
て
同
庁
を
代
表
す
る
立
場
に
あ
る
と
考
え
て
よ
い
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
公
安
調
査
庁
在
職
中
、
公
用
で
海
外
渡
航
し
た
事
実
が
あ
る
か
。

�

在
職
中
、
何
回
、
公
用
で
海
外
渡
航
し
た
か
。

�

同
じ
く
ど
こ
に
、
公
用
で
海
外
渡
航
し
た
か
。

�

そ
れ
は
何
の
目
的
の
渡
航
か
。

�

海
外
渡
航
の
際
に
、
現
地
の
治
安
情
報
機
関
を
訪
問
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

	

緒
方
元
長
官
が
公
安
調
査
庁
在
職
中
、
外
国
の
治
安
情
報
機
関
か
ら
表
敬
訪
問
を
受
け
た
事
実
は
あ
る
か
。

�


緒
方
元
長
官
と
朝
鮮
総
連
の
取
引
に
つ
い
て
、
六
月
十
二
日
の
全
国
紙
朝
刊
報
道
の
前
後
を
問
わ
ず
、
外
国
情
報
機
関

等
か
ら
照
会
を
受
け
た
事
実
は
あ
る
か
。

��

元
長
官
が
破
壊
的
団
体
と
接
触
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
情
報
機
関
か
ら
見
れ
ば
、
公
安
調
査
庁
の
能
力
不
足
、
信
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頼
度
の
低
さ
を
疑
わ
れ
か
ね
な
い
事
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
恐
れ
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
な

見
解
を
持
っ
て
い
る
か
。

��

ま
た
、
今
後
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
る
つ
も
り
か
。

��

本
件
は
海
外
で
も
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
る
。
�
一
国
の
情
報
機
関
の
長
�
が
そ
の
調
査
対
象
で
あ
る
破
壊
的
団
体
と

不
自
然
な
取
引
を
行
う
こ
と
を
放
置
し
、
我
が
国
の
対
外
的
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
ど

の
よ
う
に
反
省
し
て
い
る
か
。

十

本
件
に
お
け
る
朝
鮮
総
連
の
意
図
に
関
す
る
公
安
調
査
庁
の
分
析
に
つ
い
て

�

本
件
で
は
、
朝
鮮
総
連
が
緒
方
元
長
官
を
取
り
込
む
こ
と
で
、
公
安
調
査
庁
そ
の
他
の
治
安
情
報
機
関
を
牽
制
し
、
同

中
央
本
部
の
実
質
的
な
維
持
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
可
能
性
等
も
一
般
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
朝
鮮
総
連

側
の
意
図
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
現
在
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
。

�

週
刊
「
統
一
日
報
」
（
二
〇
〇
七
年
六
月
十
三
日
号
）
の
一
面
記
事
に
は
、
「
緒
方
氏
の
名
が
総
連
中
央
会
館
売
却
後

の
登
記
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
事
実
に
、
公
安
調
査
庁
関
係
者
は
驚
き
の
色
を
隠
せ

な
い
。
『
正
直
、
び
っ
く
り
し
て
い
る
。
登
記
簿
の
記
載
事
実
が
わ
か
っ
て
か
ら
、
会
館
売
却
に
関
す
る
調
査
庁
の
調
べ

一
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は
ス
ト
ッ
プ
状
態
に
な
っ
て
い
る
』
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
。
緒
方
元
長
官
の
関
与
の
発
覚
後
、
公
安
調
査
庁
が
朝
鮮

総
連
に
対
す
る
調
査
を
中
断
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

中
断
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

緒
方
元
長
官
の
関
与
に
つ
き
、
朝
鮮
総
連
関
係
者
に
対
す
る
事
情
聴
取
な
ど
を
現
在
公
安
調
査
庁
は
行
っ
て
い
る
か
。

�

本
件
売
買
は
仮
装
で
あ
っ
た
か
否
か
、
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
強
制
執
行
妨
害
に
加
担
し
た
蓋
然
性
に
つ
い
て
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

�

右
の
点
に
つ
い
て
、
緒
方
元
長
官
に
そ
の
真
意
を
問
い
た
だ
し
た
か
。

�

緒
方
元
長
官
に
そ
の
真
意
を
た
だ
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
か
。

�

緒
方
元
長
官
に
対
す
る
事
情
聴
取
は
、
い
つ
行
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
に
何
回
、
各
何
時
間
程
度
行
っ
た
の
か
。
計
何

時
間
程
度
の
事
情
聴
取
を
行
っ
た
か
。

�	

緒
方
元
長
官
は
公
安
調
査
庁
の
事
情
聴
取
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
か
。

��

公
安
調
査
庁
は
、
緒
方
元
長
官
と
朝
鮮
総
連
の
関
係
に
つ
い
て
、
東
京
地
検
、
警
視
庁
な
ど
の
捜
査
機
関
か
ら
情
報
提

供
を
受
け
て
い
る
か
。
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��

情
報
提
供
を
受
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
よ
る
も
の
か
。

十
一

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
時
期
及
び
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て

�

公
安
調
査
庁
な
い
し
そ
の
職
員
（
少
な
く
と
も
二
名
）
が
、
前
記
「
統
一
日
報
」
の
記
者
か
ら
本
件
に
つ
い
て
取
材
を

受
け
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

取
材
を
受
け
た
の
は
六
月
八
日
か
。

�

朝
鮮
総
連
本
部
不
動
産
に
関
す
る
登
記
閲
覧
申
請
が
、
本
件
登
記
手
続
の
た
め
に
、
六
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
不
能
に

な
っ
た
こ
と
を
公
安
調
査
庁
は
承
知
し
て
い
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
が
遅
く
と
も
五
月
二
十
六
日
以
降
、
連
日
、
朝
鮮
総
連
本
部
不
動
産
に
関
す
る
登
記
状
況
な
い
し
登
記
申

請
を
調
査
し
て
い
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

そ
の
際
、
法
務
局
に
情
報
提
供
等
の
協
力
を
事
前
に
要
請
し
て
い
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
が
緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
公
安
調
査
庁
な
い
し
そ
の
職
員
に
、
事
前
（
登
記
前
）
に
本
件
取
引
の
構
想
を
告
げ
た
事
実
は
あ
る

か
。

一
六



�

緒
方
元
長
官
が
公
安
調
査
庁
な
い
し
そ
の
職
員
に
、
事
後
（
登
記
後
）
か
ら
新
聞
報
道
で
本
件
が
明
る
み
に
出
た
六
月

十
二
日
ま
で
の
間
に
取
引
の
説
明
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
後
、
同
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
ま
で
に
、
官
邸
に
事
実
関
係
を
報
告
し
た
事
実

は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
い
つ
か
。

��

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
後
、
同
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
ま
で
に
、
警
察
庁
あ
る
い
は
警
視
庁
に
事
実
関

係
を
報
告
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
い
つ
か
。

��

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
後
、
同
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
ま
で
に
、
内
閣
情
報
調
査
室
に
事
実
関
係
を
報

告
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
い
つ
か
。

��

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
後
、
同
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
ま
で
に
、
外
務
省
に
事
実
関
係
を
報
告
し
た
事

実
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
い
つ
か
。

��

公
安
調
査
庁
が
同
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
ま
で
に
、
緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
首
相
、
関

係
諸
機
関
等
に
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
判
断
に
よ
る
も
の
か
。

十
二

政
治
家
の
関
与
に
つ
い
て

一
七



�

緒
方
元
長
官
が
退
職
後
、
本
件
売
却
取
引
に
あ
た
っ
て
、
特
定
政
治
家
と
接
触
・
相
談
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
退
職
後
、
政
治
家
の
顧
問
弁
護
士
を
務
め
た
事
実
は
あ
る
か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
誰
か
。

十
三

現
職
職
員
の
関
与
に
つ
い
て

�

六
月
十
七
日
付
毎
日
新
聞
朝
刊
は
「
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
（
朝
鮮
総
連
）
の
中
央
本
部
の
土
地
と
建
物
の
売
却
問

題
で
、
売
買
を
仲
介
し
た
元
不
動
産
会
社
社
長
の
男
性
（
七
三
）
を
緒
方
重
威
・
元
公
安
調
査
庁
長
官
（
七
三
）
に
紹
介

し
た
の
は
、
公
安
調
査
庁
の
現
職
職
員
だ
っ
た
こ
と
が
関
係
者
の
話
で
分
か
っ
た
」
と
報
道
し
て
い
る
。
か
か
る
報
道
は

真
実
か
。

�

今
回
、
報
道
機
関
が
「
現
職
職
員
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
の
は
「
梶
浦
祐
史
」
な
る
も
の
で
あ
る
。
梶
浦
氏
は
公
安

調
査
庁
の
職
員
か
。

�

梶
浦
氏
作
成
に
か
か
る
資
料
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
資
料
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

梶
浦
氏
が
過
去
、
緒
方
元
長
官
と
私
的
に
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

梶
浦
氏
が
そ
の
勤
務
時
間
中
に
、
緒
方
元
長
官
か
ら
連
絡
を
受
け
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

毎
日
新
聞
の
報
道
後
、
梶
浦
氏
に
対
す
る
事
情
聴
取
等
の
調
査
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

一
八



�

梶
浦
氏
は
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
か
。

�

梶
浦
氏
は
大
東
文
化
大
学
の
出
身
か
。

�

梶
浦
氏
が
、
元
公
安
調
査
庁
職
員
の
西
元
祥
二
郎
氏
と
連
絡
し
て
い
た
事
実
は
あ
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
在
職
時
、
公
安
調
査
庁
内
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
等
に
参
加
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
在
職
時
、
公
安
調
査
庁
職
員
か
ら
構
成
さ
れ
る
サ
ー
ク
ル
活
動
に
参
加
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
参
加
す
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
サ
ー
ク
ル
活
動
に
梶
浦
氏
が
参
加
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
在
職
時
、
公
安
調
査
庁
職
員
と
私
的
な
旅
行
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

十
四

詐
欺
グ
ル
ー
プ
と
の
関
係
に
つ
い
て

�

一
九
八
八
年
四
月
八
日
付
読
売
新
聞
朝
刊
は
「
東
京
都
文
京
区
内
の
国
有
地
に
建
つ
中
国
、
台
湾
の
留
学
生
寮
を
め
ぐ

り
、
元
公
安
調
査
庁
職
員
ら
二
人
が
払
い
下
げ
話
を
デ
ッ
チ
上
げ
、
都
内
の
不
動
産
業
者
か
ら
手
付
金
と
し
て
五
千
万
円

を
だ
ま
し
取
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
警
視
庁
捜
査
二
課
と
神
田
署
は
七
日
、
こ
の
二
人
を
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
し

た
。
」
「
逮
捕
さ
れ
た
の
は
、
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
の
一
一
、
不
動
産
会
社
中
国
セ
ン
タ
ー
社
長
、
外
山
義
久
（
五

三
）
と
、
新
宿
区
新
宿
一
の
二
五
の
一
一
、
元
公
安
調
査
庁
職
員
で
自
称
団
体
役
員
、
西
元
祥
二
郎
（
四
六
）
。
」
な
ど

一
九



と
報
道
し
て
い
る
。

一
九
八
八
年
四
月
十
二
日
、
第
一
一
二
国
会
の
建
設
委
員
会
で
、
緒
方
重
威
説
明
員
（
当
時
公
安
調
査
庁
総
務
部
長
）

は
「
西
元
な
る
男
が
ど
の
よ
う
な
手
段
を
使
っ
て
詐
欺
を
働
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
ど
も
新
聞
報
道

で
知
る
限
り
以
上
の
材
料
を
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
」
な
ど
と
答
弁
し
て
い
る
。

元
職
員
が
前
記
詐
欺
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
時
、
公
安
調
査
庁
は
独
自
に
西
元
氏
に
対
す
る
調
査
を

行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
、
西
元
氏
と
当
時
、
面
会
等
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
、
退
職
後
、
西
元
氏
と
、
接
触
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る

か
。

�

緒
方
元
長
官
が
、
退
職
後
、
西
元
氏
と
、
経
済
上
の
取
引
（
顧
問
弁
護
士
契
約
等
も
含
む
）
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る

か
。
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

�

六
月
二
十
四
日
付
読
売
新
聞
朝
刊
は
、
以
下
の
と
お
り
報
じ
て
い
る
。

「
在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
（
朝
鮮
総
連
）
中
央
本
部
の
土
地
・
建
物
の
移
転
登
記
問
題
で
、
緒
方
重
威
（
し
げ
た

二
〇



け
）
・
元
公
安
調
査
庁
長
官
（
七
三
）
ら
が
、
購
入
代
金
三
五
億
円
の
「
最
後
の
資
金
調
達
先
」
と
し
て
い
た
投
資
家
の

男
性
（
四
一
）
が
昨
年
、
民
事
裁
判
の
判
決
で
「
詐
欺
的
商
法
を
行
っ
た
」
と
認
定
さ
れ
、
一
一
〇
〇
万
円
の
賠
償
を
命

じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
判
決
は
確
定
し
た
が
、
男
性
は
今
も
賠
償
金
を
支
払
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
の
男

性
に
つ
い
て
、
緒
方
元
長
官
は
一
時
間
会
っ
た
だ
け
で
、
「
波
長
が
合
い
、
信
用
し
た
」
と
説
明
し
て
い
た
が
、
元
長
官

ら
の
資
金
調
達
計
画
の
ず
さ
ん
さ
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

訴
状
や
判
決
な
ど
に
よ
る
と
、
男
性
は
二
〇
〇
二
年
五
月
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
発
行
会
社
（
東
京
都
千
代
田
区
）
を

設
立
し
、
代
表
取
締
役
に
就
任
。
取
締
役
に
は
「
華
僑
の
大
物
」
を
自
称
し
、
今
年
二
月
、
農
事
組
合
法
人
に
よ
る
詐
欺

事
件
で
東
京
地
検
に
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
た
畑
隆
氏
被
告
（
六
六
）
（
公
判
中
）
も
名
を
連
ね
た
。
」

緒
方
元
長
官
と
畑
氏
の
関
係
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

�

西
元
氏
と
畑
氏
の
関
係
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
退
職
後
に
設
置
し
た
弁
護
士
・
会
社
事
務
所
に
つ
い
て
、
そ
の
す
べ
て
の
所
在
地
、
名
称
等
を
公
安
調

査
庁
は
把
握
し
て
い
る
か
。
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

緒
方
元
長
官
が
退
職
後
に
、
朝
鮮
総
連
と
の
間
で
行
っ
た
取
引
の
全
容
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
把
握
し
て
い
る

二
一



か
。
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

緒
方
元
長
官
が
退
職
後
に
、
畑
氏
と
の
間
で
行
っ
た
取
引
の
全
容
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
把
握
し
て
い
る
か
。
把

握
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

��

緒
方
元
長
官
が
退
職
後
に
構
え
た
事
務
所
が
、
畑
氏
の
事
務
所
（
な
い
し
同
人
が
関
係
す
る
会
社
）
と
同
じ
フ
ロ
ア
に

存
在
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
把
握
し
て
い
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
の
事
務
所
に
勤
務
す
る
女
性
秘
書
が
、
畑
氏
が
関
係
す
る
会
社
か
ら
移
籍
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
公

安
調
査
庁
は
把
握
し
て
い
る
か
。

十
五

説
明
責
任
に
つ
い
て

�

公
安
調
査
庁
は
一
般
に
、
情
報
機
関
の
「
説
明
責
任
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か
。

な
お
、
英
国
Ｓ
Ｉ
Ｓ
（
秘
密
情
報
部
）
、
米
国
Ｃ
Ｉ
Ａ
（
中
央
情
報
局
）
等
も
、
ウ
ェ
ブ
上
の
複
数
の
記
事
で
、
情
報

機
関
に
お
け
る
「
説
明
責
任
」
の
意
義
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�

外
国
情
報
機
関
に
お
け
る
「
説
明
責
任
」
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
で
資
料
を
と
り
ま
と
め
た
事
実
は

あ
る
か
。
あ
れ
ば
、
当
該
資
料
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二
二



�

公
安
調
査
庁
は
、
そ
の
不
祥
事
が
露
見
し
て
も
、
過
去
の
国
会
審
議
に
お
い
て
、
「
調
査
に
関
す
る
こ
と
は
お
答
え
で

き
な
い
」
な
ど
と
繰
り
返
し
、
実
質
的
な
答
弁
を
拒
否
し
て
い
る
例
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。

公
安
調
査
庁
に
「
説
明
責
任
」
は
必
要
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
明
言
さ
れ
た
い
。

逆
に
、
説
明
責
任
は
あ
る
が
そ
の
責
任
は
果
た
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
会
及
び
国
民
に
対
し
て
、

具
体
的
に
い
か
な
る
説
明
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

英
米
両
国
に
お
い
て
は
、
情
報
機
関
に
対
す
る
議
会
等
の
監
察
機
能
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
健
全
な
監
察

制
度
が
な
け
れ
ば
、
十
分
な
情
報
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
公
安
調
査
庁
と
し
て
は
、
我
が
国
の
情

報
関
係
組
織
を
規
制
、
監
察
す
る
統
一
的
な
法
律
の
制
定
、
国
会
に
お
け
る
専
門
の
情
報
委
員
会
設
置
の
必
要
性
な
ど
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
か
。

十
六

対
外
情
報
機
関
創
設
論
に
つ
い
て

�

近
年
、
本
格
的
な
対
外
情
報
機
関
を
創
設
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
議
論
が
各
方
面
で
活
発
に
な
っ
て
い
る
。
公
安
調
査

庁
と
し
て
は
、
新
た
に
本
格
的
な
対
外
情
報
機
関
を
創
設
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

公
安
調
査
庁
は
法
律
上
は
本
来
、
団
体
規
制
機
関
で
あ
る
が
、
対
外
情
報
は
収
集
し
て
い
る
の
か
。

二
三



�

公
安
調
査
庁
に
対
し
て
は
、
過
去
、
政
府
・
与
党
か
ら
も
再
三
そ
の
廃
止
・
縮
小
論
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
。
今
回

の
事
件
を
見
て
も
、
そ
の
機
能
不
全
が
窺
え
る
と
こ
ろ
だ
が
、
公
安
調
査
庁
は
我
が
国
に
本
格
的
な
対
外
情
報
機
関
を
設

立
す
る
際
の
阻
害
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
も
は
や
不
要
な
組
織
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
公
安
調
査
庁
と
し
て
ど
の

よ
う
な
業
務
・
機
構
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
。

�

た
と
え
ば
、
公
安
調
査
庁
の
団
体
規
制
機
能
は
維
持
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
公
安
調
査
局
と
し
て
法
務
省
の
内
局
に
縮
小

し
、
規
制
の
た
め
の
現
場
調
査
は
警
察
に
委
ね
、
対
外
情
報
部
門
は
新
設
の
対
外
情
報
機
関
に
統
合
す
る
と
い
う
考
え
方

に
つ
い
て
、
公
安
調
査
庁
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
か
。

十
七

警
察
庁
の
対
応
に
つ
い
て

�

警
察
庁
が
今
回
の
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
の
動
き
を
察
知
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
つ
き
、
公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を

行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
お
け
る
緒
方
元
長
官
の
関
与
に
つ
き
、

二
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公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
に
つ
い
て
は
、
公
安
調
査
庁
時
代
に
知
り
得
た
職
務
上
の
秘
密
を
朝
鮮
総
連
と
い
う
破
壊
的
団
体
に
漏
洩

し
て
い
る
懸
念
が
あ
る
。
警
察
庁
と
し
て
は
か
か
る
懸
念
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。
懸
念
そ
の
も
の
は

存
在
し
て
い
る
か
、
否
か
。

�

か
か
る
懸
念
に
基
づ
き
、
緒
方
元
長
官
ら
に
対
す
る
必
要
な
情
報
収
集
を
行
っ
て
い
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
六
月
十
三
日
の
記
者
会
見
で
、
「
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
は
実
質
的
に
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
、
在
日
朝
鮮

人
の
権
利
保
護
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
在
日
朝
鮮
人
は
拉
致
、
ミ
サ
イ
ル
問
題
な
ど
で
数
が
減
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
多
く
が
暮
ら
し
て
い
る
。
『
大
使
館
』
は
現
実
問
題
と
し
て
必
要
だ
。
」
「
『
大
使
館
を
追
い
出
し
て
し
ま
え
』
で
は

彼
ら
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
（
朝
鮮
総
連
は
）
最
後
の
最
後
、
困
っ
た
揚
げ
句
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
思
う
。

取
り
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
見
方
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
絶
対
に
な
い
」
（
六
月
十
三
日
付
共
同
通
信
記

事
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

朝
鮮
総
連
中
央
本
部
が
事
実
上
、
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
警
察
庁
も
同
見
解
か
。

�

緒
方
元
長
官
が
、
他
国
の
情
報
機
関
の
工
作
対
象
と
な
り
、
こ
れ
に
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
、
警
察
庁
は
検

二
五



討
し
て
い
る
か
。

�

朝
鮮
総
連
あ
る
い
は
そ
の
前
身
組
織
が
、
過
去
、
破
壊
活
動
防
止
法
上
の
暴
力
主
義
的
破
壊
活
動
を
行
っ
た
事
実
は
あ

る
か
。
警
察
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

��

朝
鮮
総
連
あ
る
い
は
そ
の
構
成
員
が
過
去
、
拉
致
事
件
に
関
与
し
た
事
実
は
あ
る
か
。
警
察
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し

て
い
る
か
。

��

朝
鮮
総
連
に
よ
る
「
対
日
働
き
掛
け
」
な
い
し
「
対
日
有
害
活
動
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
指
す
の
か
。

警
察
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

��

朝
鮮
総
連
の
学
習
組
と
は
何
か
。
警
察
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

��

朝
鮮
総
連
は
そ
の
重
要
な
決
定
の
す
べ
て
に
つ
き
、
北
朝
鮮
本
国
の
指
示
・
了
解
を
得
て
い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い

か
。
警
察
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

��

朝
鮮
総
連
本
部
不
動
産
の
売
却
に
つ
い
て
も
、
北
朝
鮮
本
国
の
指
示
・
了
解
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
。
警

察
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
取
引
に
関
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
北
朝
鮮
本
国
の
指
示
・
了
解
を
得
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い

二
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か
。
警
察
庁
は
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。

��

二
〇
〇
五
年
五
月
二
十
四
日
付
の
共
同
通
信
記
事
は
、
朝
鮮
総
連
の
五
〇
周
年
記
念
大
会
に
あ
た
っ
て
、
「
小
泉
純
一

郎
首
相
が
昨
年
の
全
体
大
会
に
続
い
て
、
自
民
党
総
裁
と
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
る
予
定
」
な
ど
と
報
じ
て
い
る
。

首
相
で
あ
れ
、
自
民
党
そ
の
他
の
公
党
で
あ
れ
、
破
壊
的
団
体
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
寄
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
警
察
庁
は
ど

の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。

��

緒
方
元
長
官
が
、
朝
鮮
総
連
と
い
う
調
査
対
象
団
体
と
接
触
し
、
な
い
し
は
経
済
上
の
取
引
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
公

安
調
査
庁
が
今
回
、
事
前
に
承
諾
し
て
い
た
か
否
か
な
ど
、
緒
方
元
長
官
の
活
動
の
性
格
・
真
意
な
ど
に
つ
き
、
警
察
庁

が
公
安
調
査
庁
に
事
実
関
係
を
照
会
し
た
事
実
は
あ
る
か
。

十
八

内
閣
情
報
調
査
室
の
対
応
に
つ
い
て

�

内
閣
情
報
調
査
室
が
今
回
の
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
の
動
き
を
察
知
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
つ
き
、
公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を

行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

二
七



�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
お
け
る
緒
方
元
長
官
の
関
与
に
つ
き
、

公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
六
月
十
三
日
の
記
者
会
見
で
、
「
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
は
実
質
的
に
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
、
在
日
朝
鮮

人
の
権
利
保
護
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
在
日
朝
鮮
人
は
拉
致
、
ミ
サ
イ
ル
問
題
な
ど
で
数
が
減
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
多
く
が
暮
ら
し
て
い
る
。
『
大
使
館
』
は
現
実
問
題
と
し
て
必
要
だ
。
」
「
『
大
使
館
を
追
い
出
し
て
し
ま
え
』
で
は

彼
ら
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
（
朝
鮮
総
連
は
）
最
後
の
最
後
、
困
っ
た
揚
げ
句
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
思
う
。

取
り
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
見
方
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
絶
対
に
な
い
」
（
六
月
十
三
日
付
共
同
通
信
記

事
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

朝
鮮
総
連
中
央
本
部
が
事
実
上
、
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
内
閣
情
報
調
査
室
も
同
じ
見
解
か
。

十
九

防
衛
省
の
対
応
に
つ
い
て

�

防
衛
省
が
今
回
の
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
の
動
き
を
察
知
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
つ
き
、
公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を

二
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行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
お
け
る
緒
方
元
長
官
の
関
与
に
つ
き
、

公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

二
十

外
務
省
の
対
応
に
つ
い
て

�

外
務
省
が
今
回
の
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
の
動
き
を
察
知
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

緒
方
元
長
官
の
関
与
を
把
握
し
た
の
は
い
つ
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
「
大
使
館
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。
外
務
省
も
同
じ
見
解
か
。

�

本
件
に
つ
い
て
米
国
か
ら
事
実
関
係
の
照
会
を
受
け
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
つ
き
、
公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を

行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

六
月
十
二
日
朝
刊
の
全
国
紙
報
道
以
前
に
、
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
売
却
問
題
に
お
け
る
緒
方
元
長
官
の
関
与
に
つ
き
、

公
安
調
査
庁
と
情
報
交
換
を
行
っ
た
事
実
は
あ
る
か
。

�

緒
方
元
長
官
は
六
月
十
三
日
の
記
者
会
見
で
、
「
朝
鮮
総
連
中
央
本
部
は
実
質
的
に
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
、
在
日
朝
鮮

二
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人
の
権
利
保
護
機
能
も
果
た
し
て
い
る
。
在
日
朝
鮮
人
は
拉
致
、
ミ
サ
イ
ル
問
題
な
ど
で
数
が
減
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で

も
多
く
が
暮
ら
し
て
い
る
。
『
大
使
館
』
は
現
実
問
題
と
し
て
必
要
だ
。
」
「
『
大
使
館
を
追
い
出
し
て
し
ま
え
』
で
は

彼
ら
の
よ
り
ど
こ
ろ
が
な
く
な
る
。
（
朝
鮮
総
連
は
）
最
後
の
最
後
、
困
っ
た
揚
げ
句
、
私
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
思
う
。

取
り
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
見
方
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
絶
対
に
な
い
」
（
六
月
十
三
日
付
共
同
通
信
記

事
）
な
ど
と
述
べ
て
い
る
。

朝
鮮
総
連
中
央
本
部
が
事
実
上
、
北
朝
鮮
の
大
使
館
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
外
務
省
も
同
じ
見
解
か
。

二
十
一

官
房
長
官
の
対
応
に
つ
い
て

�

六
月
十
二
日
付
共
同
通
信
に
よ
る
と
、
塩
崎
恭
久
官
房
長
官
は
記
者
会
見
で
「
朝
鮮
総
連
の
動
向
に
重
大
な
関
心
を

持
っ
て
い
る
が
、
取
引
に
つ
い
て
は
政
府
と
し
て
関
知
す
る
も
の
で
は
な
く
コ
メ
ン
ト
を
控
え
る
」
旨
述
べ
て
い
る
。

「
政
府
と
し
て
関
知
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
当
該
「
取
引
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
政
府

と
し
て
容
喙
す
る
立
場
に
な
い
と
い
う
意
味
か
。

�

塩
崎
官
房
長
官
は
、
朝
鮮
総
連
が
破
壊
活
動
防
止
法
上
の
調
査
対
象
団
体
（
破
壊
的
団
体
）
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て

い
る
の
か
。

三
〇



�

一
般
に
、
破
壊
的
団
体
が
行
う
取
引
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
関
知
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
。

�

塩
崎
官
房
長
官
は
、
六
月
十
二
日
ま
で
に
朝
鮮
総
連
本
部
の
売
却
、
緒
方
元
長
官
の
関
与
な
ど
に
つ
き
、
事
前
に
公
安

調
査
庁
そ
の
他
の
関
係
機
関
か
ら
一
切
報
告
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。

右
質
問
す
る
。
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